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都道府県支部一覧 裏表紙

独立行政法人 勤労者退職金共済機構
建設業退職金共済事業本部

ホームページアドレス　http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp
（ホームページでは退職金の試算が出来ます）

お預かりした個人情報は、法令に基づき適正な管理と保護に努めており、退職金支払業務に必要な範囲で利用いたします

～　目　次　～

退職金請求手続きのご案内

この冊子は、退職金が支払われるまで大切に保管
してください

手続きについて、わからないことがありましたら、
冊子などをお手元にご用意のうえ、裏表紙の連絡先
にお問い合わせください

・

・

・

・

・



<共済手帳見本>

○　建設業退職金共済制度は、建設業の現場で働く人のための退職金制度です

　　建設業の事業主が変わっても、制度に加入している事業主であれば、引き続き
　共済手帳に証紙を貼ってもらうことで、掛金の納付を継続することができます

　　受取る退職金額は、証紙を貼ってもらう期間が長いほど有利になります

　　年齢の上限や退職金を請求する期限はありませんので、建設業界を引退したときに
　退職金を請求してください

○　退職金は、<退職金請求事由>の１～7のいずれかに該当し、かつ、加入から
　共済手帳に貼られた証紙の合計日数が12月（証紙21日分を1ヶ月と換算、端数
　は小数点第1位で四捨五入）以上あり、その期間が経過したときに請求できます

　　ただし、「退職金請求事由発生年月日」が、平成28年3月31日以前の場合、24月
　以上のときに請求できます（遺族請求は12月以上で請求できます）

共済手帳の冊目が、1冊目または2冊目の人は必ずお読みください共済手帳の冊目が、1冊目または2冊目の人は必ずお読みください

　中小企業退職金共済法の一部改正により、退職金を請求できる掛金の納付月数
が24月以上から12月以上に緩和されました
　「退職金請求事由発生年月日」が、平成28年4月1日以降の場合、掛金の納付
月数12月(1冊目の共済手帳が満了している)以上であれば退職金を請求できます
が、12月以上24月未満（2冊目の共済手帳が満了していない）のときは、退職
金額が、掛金納付額の3～5割程度になります

　遺族請求は、この期間であっても掛金相当額の退職金が支払われます

　退職金試算額は、ホームページの「退職金試算」画面で、共済手帳の表紙に
印字されている証紙貼付実績と、共済手帳に貼ってある証紙の日数を合算して
入力すると確認できます
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018210341

勤 退  太 郎
キンタイ  タロウ

平成 3 0 年 6月1 5日交付
（北海道支部発行）

加入　平成2 9年5月1日 手帳作成日
平成30年6月15日
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共済手帳の「冊目」で何冊目かわかります
3冊目以上の人であっても、証紙の合計日数が
12月以上24月未満のときは、対象となります

はじめにお読みください



1 独立して事業を始めた

2 無職になった

3 建設関係以外の事業主に雇われた

4
5 けが・病気のため仕事ができなくなった

6 満55歳以上になって仕事をしなくなった

7 本人が死亡した

○被共済者本人が死亡したときに、退職金の支給を受けるべき遺族の順位
以下の表の上位順位者が請求人になります

第1順位 配偶者 届出をしていないが、被共済者の死亡の当時
事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む

被共済者の死亡の当時、主としてその 第2順位～第8順位に該当する者がいない場合
収入によって生計を維持していた者
第2順位 子 第9順位 子
第3順位 父母(養父母) 第10順位 父母(養父母)
第4順位 父母(実父母) 第11順位 父母(実父母)
第5順位 孫 第12順位 孫
第6順位 祖父母 第13順位 祖父母
第7順位 兄弟姉妹 第14順位 兄弟姉妹
第8順位 その他の親族

配偶者以外の親族が請求人となるときは、被共済者との続柄により、必要な戸籍謄本
などの提出書類が異なりますので、必ず事前に都道府県支部にお問い合わせください

建設関係の事業所の社員や職員になった
(自らが事業主に就任した、または役員報酬を受けることになった場合も含む)

<退職金請求事由>

同順位者が複数いるときは、そのうちの一人を代理人として退職金を請求してください
他の同順位者は、代理人に請求手続きを委任する「委任状」（HPでダウンロードできます）
に署名・押印が必要になります

第1順位の配偶者が請求するときは、被共済者の死亡日と配偶者であることが確認できる
戸籍謄本(全部事項）(原本)が必要になります

第1順位の事実上婚姻関係にあった人は、以下の書類が必要になります
・被共済者の戸籍謄本（全部事項）(原本)（被共済者の死亡日と戸籍上の配偶者がいないことを確認）
・被共済者の同一世帯全員の住民票(原本)（同居を確認）
・被共済者と事実上婚姻関係と同様の事情にあったことの「申立書」（HPでダウンロードできます）
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豊島

AA

BB

C

D

「退職金請求書」は自動読取（OCR）しますので、枠内に
ではっきりと記入してください

訂正は、 、2重線を引いて（訂正印不要）余白
に記入してください

取り寄せてください

A (退職金請求書の記入例）

D (退職事由の証明欄の記入例）

最後の事業主が廃業して
いるため、証明がもらえ
ないときは、都道府県支
部にご相談ください 

上記のとおり退職金請求事由に該当することを証明します
平成　

（建退共の共済契約者のみご記入ください）

電 話 （ ）　××××　　－　　××××

東京都港区芝公園 丁目×番×号
事 業 所 名 ○○建設株式会社

代 表 者 名 ○○ ○○ ㊞

住 所
〒

　退職事由の証明欄

証 明 者
契約者番号

○○建設
之印

月 日 退職金請求事由 平
成請求年月日 年 月 日発 生 年 月 日

ク ヒガ
年

都 ・ 道 市　・　区

ロﾄ ・ ﾄ゙ ｳ トシマ請
求
人

本
人
ま
た
は
遺
族

現
　
　
住

所

ﾌﾘｶﾞﾅ
トウキ

〒 府 ・ 県

ハ ゜
ヨウ

クハイツ
ﾌ ・ ｹﾝ シイケブク

郡　・　○
携帯番号または電話番号（日中連絡がつく番号）

東池袋（　090 ） －

タロウ氏
　
名

ﾌﾘｶﾞﾅ キンタイ

勤　退　　太　郎 ㊞ 必ず
押印

配偶者 父母

子 その他（    　 　　   　　）

遺族請求の場合  被共済者との続柄

被　共　済　者　番　号 性　別 生　　年　　月　　日

日年 月明
治

大
正

昭
和

平
成

職種キンタイ タロ 請求事由ウ
被　共　済　者　氏　名　（「カタカナ」にて左詰めで記入）

男 女

年 月

冊　目 交　　付　　年　　月
平
成

レ

レ レ

レ

「退職金請求書」の記入要領

令和 令
和

9999 9999

（

）

令
和

　　  の<退職金請求事由>と、その「退職金請求事由発
生年月日」　　 は、重要です！これを基準に説明します

(消えるボールペンは不可)
修正ペン・テープは使用不可

黒のボールペン

コピーした退職金請求書は使用不可

年 月 日

A-1

A-6①
A-6② A-4

A-7
A-8 A-9

A-10
A-2

A-2 A-5A-3
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A-6③ A-6④A-10

共済手帳の表紙に記載の冊目・交付年月を記入してください

1.　退職金を請求される方（被共済者）と共済手帳の内容について記入してください

OCRで読みとれる数字

OCRで読みとれない数字

1 2

2

3 4 5 6 7

7

8

8

9

1 3 4 5 6 9

<退職金請求書見本>

「退職金請求書」を以下の
A～Dのブロックに分けて
記入例を説明します

東京

パークハイツ

勤
退

、「退職金請求書」は都道府県支部から



「請求年月日」は、退職金請求書を提出（発送）する年月日を記入
「退職金請求事由発生年月日」は、　　  で記入する<退職金請求事由>になった年月日を記入

　　　年号の区分は、該当する年号に☑チェックを記入

退職金を請求する人の郵便番号・住所・住所フリガナ・

　　  （氏名フリガナは、左詰め、濁点は1マス、姓と名の間を1マス空ける）
遺族請求のときは、被共済者との続柄に ☑チェックを記入
「その他」続柄のときは、カッコ内に「兄弟姉妹」などの続柄を記入

　　  （退職金を請求する人が、死亡した被共済者にとってどの続柄にあたるのかを記入します）
共済手帳の表紙に印字されている以下①～④の内容を記入

　　　※共済手帳紛失のため「共済手帳紛失又は棄損による再交付申請書」を添付している人は、
　　　　③冊目と④交付年月の記入は必要はありません

☑チェック
被共済者の性別に☑チェックを記入
被共済者の生年月日を記入、年号の区分は、該当する年号に ☑チェックを記入
被共済者の職種は、以下の（01）～（16）の中から該当する番号を1つ選び記入

請求事由は、下欄の<退職金請求事由>の１～7の中から該当する番号を1つ選び記入

2 無職になった 最後の事業主または事業主団体の証明 

3 建設関係以外の事業主に雇われた 現在の事業主の証明

4

5 けが・病気のため仕事ができなくなった 最後の事業主の証明または医師の診断書 

6 満55歳以上になって仕事をしなくなった (最後の事業主の証明の有無は問いません)

7 本人が死亡した (最後の事業主の証明の有無は問いません)

1 独立して事業を始めた 最後の事業主または事業主団体の証明 

建設関係の事業所の社員や職員になった
(自らが事業主に就任した、または役員報酬を
受けることになった場合も含む)

現在の事業主の証明
(現在の事業主の証明及び商業登記簿謄本写し)

独立して事業を始めた 退職日
無職になった 退職日
建設関係以外の事業主に雇われた 現在の事業主に雇用された日
建設関係の事業所の社員や職員になった 制度の対象とならなくなった日
自らが事業主に就任、または役員報酬を受けることになった 役員・代表者就任日
けが・病気のため仕事ができなくなった 退職日
満55歳以上になって仕事をしなくなった 満55歳以上であればいつでも（請求年月日と同じでもよい）
本人が死亡した 死亡日

< 退職金請求事由 > 事業主の証明

A-1
A-2

A-3
A-4

A-5

A-6

A-7
A-8
A-9

A-10

日中連絡がとれる電話番号
退職金を請求する人の氏名を記入、 で押印朱肉を使う印鑑

①被共済者番号
②被共済者氏名のフリガナ（左詰め、濁点は1マス、姓と名の間は1マス空ける）
　(注)共済手帳の氏名の漢字やフリガナが、住民票の氏名と違うときは、
　　「被共済者氏名等変更届」（HPでダウンロードできます）を添付してください　
③冊目（冊目が1桁のときは、先頭に「0」を付け加えて2桁にする）
④交付年月、年号の区分は、該当する年号に

（01）大工 （02）とび職 （03）軽作業員 （04）普通作業員
（05）舗装工・道路工 （06）鉄筋工・鉄骨工 （07）石工 （08） 左官
（09）屋根工・板金工 （10）塗装工 （11） 建具工・室内装飾 （12） 電工 
（13）配管工 （14）機械運転工 （15） 植木職・造園工 （16） その他  

年月日を記入するマス目は、数字が1桁のときは先頭に「0」を付け加えて2桁にしてください

A-10

D <退職金請求事由>が１～5の人は、「証明欄」に を必ず受けてください事業主の証明印
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退職金請求事由発生年月日< 退職金請求事由 >



AA

BB

C

D

<お願い>

青枠内　　  は

B (振込口座の記入例)

C (退職所得確認欄の記入例)

ご担当者印

預金種目 口座番号（右詰めで記入※） 金融機関コード 振込先店舗コード
※　金融機関で確認するもの
・ 金融機関コード
・ 振込先店舗コード

普通預金

金融機関の窓口で口座を証明する
確認印を必ずもらってください

金  融  機  関  名

口 座 名 義 人
〔請 求 人と同じ〕    

金融機関確認印

銀 行　　信用金庫　　信用組合
農業協同組合　　商工中金
信託銀行　　労働金庫

本店　　支店　　出張所
本所　　支所

振
込
金
融
機
関

振   込   方   法 　　口座振込

「カタカナ」
で記入 キンタイ　タロウ

　振込口座を指定してください

印

南
北

源泉徴収票の発行希望 有

B
C

区　　分 事　　　　　由

A 退職手当等の受給について以下のB・C欄に該当しない
退職金請求事由が発生した年に他にも退職手当等の支払を受けたことがある
退職金請求事由が発生した年の前年以前4年内に退職手当等の支払を受けたことがある

3. 退職所得確認欄

東西銀行
池袋支店
之印

東西 池袋

B-1①

漁業協同組合・ネットバンクは、お取扱いできません

B-1③
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B-2

B-1②

B-1④
※口座番号が６ケタ以下の場合は、番号の先頭に「０」を加えてご記入ください

C-1
C-2

<退職金請求書見本>

OCRで読みとれる数字

OCRで読みとれない数字

1 2

2

3 4 5 6 7

7

8

8

9

1 3 4 5 6

「退職金請求書」を以下の
A～Dのブロックに分けて
記入例を説明します

以下の区分A～Cのいずれか該当する□欄に○を記入してください
※被共済者本人が死亡したことによる遺族請求のときは、記入の必要はありません

金融機関の窓口で、
口座を証明する確認印を受けてください！

「退職金請求書」の記入要領　つづき
「退職金請求書」は自動読取（OCR）しますので、枠内に

ではっきりと記入してください
訂正は、 、2重線を引いて（訂正印不要）余白
に記入してください

取り寄せてください

(消えるボールペンは不可)
修正ペン・テープは使用不可

黒のボールペン

コピーした退職金請求書は使用不可

9 B-2
金融機関が記入する欄です

、「退職金請求書」は都道府県支部から



 振込口座を記入 
①金融機関名 
②支店（支所）名 

 

  金融機関の窓口で、記入を終えた「退職金請求書」と普通預金口座のある「通帳」やB-2

 C-1

 

ゆうちょ銀行は、他の金融機関と違い  
振込専用の口座がありますので、 
通常預金口座のある「「通帳」の見開きをコピーして 
必ず添付してください 

       
  ゆうちょ銀行は他の金融機関と違い  
  振込専用の店名・口座番号がここに記載されています   

A「退職金請求事由発生年月日」と同年及びその年の前年 4年以内に支払を受けた退職手当等がない
B「退職金請求事由発生年月日」と同年に他に支払を受けた退職手当等がある
C「退職金請求事由発生年月日」の年の前年以前 4年内に支払を受けた退職手当等がある

※ここで選んだ区分により 
「退職所得の受給に関する申告書」の記入箇所がわかります
「退職所得の受給に関する申告書」の記入要領は、7～8ページで説明します

 「退職所得の源泉徴収票」は、希望者にのみに送付します  
送付を希望する人は、「要」に ☑チェックを記入してください
退職金支払後に、ご本人あて送付します  
 なお、区分Ａの場合、退職金額が全額税控除され源泉徴収が発生することがないため、  
「退職所得の受給に関する申告書」の提出があれば、原則として確定申告は必要ありません 

＜ゆうちょ銀行通帳見開き見本＞

記号00-0000000

【店番】000　【預金種目】普通預金
【口座番号】000000000

■▲■▲■▲■▲■▲
■▲■▲■▲■▲■▲

○○　○○様
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漁業協同組合・ネットバンクはお取扱いできません
振込口座は、請求する人の個人名義の普通預金口座に限ります
B-1

③請求人口座氏名（カタカナ、左詰め、濁点は1マス、姓と名の間は1マス空ける） 
(注) 個人事業主の人の屋号名がついた口座には振り込めません

(注) 青枠内は金融機関が記入する欄ですので、記入・押印は不要です  

④口座番号（右詰め、口座番号が6桁以下のときは、番号の先頭に「0」を付け加えて7桁にする）

「キャッシュカード」を持参のうえ、その口座を証明する確認印を受けてください

※ゆうちょ銀行以外の口座を指定した人は、通帳のコピーは必要ありません

退職所得確認欄は、区分A・B・Cのいずれか該当する□欄に○を記入（遺族請求は記入不要）

C-2

建設業退職金共済事業本部（電話 03（6731）2846）にご連絡ください
後日、「退職所得の源泉徴収票」の発行を希望するときは、

コピーは原寸大に切り取らず
A4用紙にコピーして提出してください

ゆうちょ銀行の口座を指定した人へ



※遺族請求のときは、提出する必要はありません

ではっきりと記入してください
「退職所得の受給に関する申告書」兼「退職所得申告書」は、
必ず退職金請求書類といっしょに都道府県支部に提出してください
提出がないときは、退職金額から20.42％（復興特別所得税含む）に相当する
額を差し引いて（源泉徴収して）支払うことになりますのでご注意ください

退職金請求書の退職所得確認欄で、○を記入した区分（A・B・C）により
申告書に記入する箇所がわかります(6ページの　　 を参照）

（区分Aの退職所得申告書の記入例） 

区分 記入欄 提出書類

A A

B

C

- 7 -

C-1

170-8055
東京都豊島区東池袋1-24-1パークハイツ707

勤退 太郎

同上

31

31 3 31 31 3 31
29 5 1

170-8055
東京都豊島区東池袋 1-24-1
ニッセイ池袋ビル 20 階

豊島

独立行政法人 勤労者退職金共済機構

建設業退職金共済事業本部

7 0 1 3 3 0 5 0 0 1 9 0 3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0

A-❶

A-❷

A-❸

勤
退

すべての人が
記入します

「退職所得の受給に関する申告書」兼「退職所得申告書」の記入要領

「退職金請求事由発生年月日」と同年に他に支払を受けた退職手当等の「退
職所得の源泉徴収票（特別徴収票）」のコピー（A4用紙)  必須

「退職金請求事由発生年月日」の年の前年以前4年内に支払を受けた退職手
当等の「退職所得の源泉徴収票（特別徴収票）」のコピー（A4用紙)  任意

A・B・E

A・C・E

黒のボールペン(消えるボールペンは不可)



・退職金請求書に記入した「退職金請求事由発生年月日」の「年」を記入
・現在の住所を記入 
・氏名を記入のうえ、朱肉を使う印鑑で押印 
・個人番号（マイナンバー）を記入  
・「退職金請求事由発生年月日」の年の1月1日現在の住所を記入
※現在の住所と同じときは、「同上」と記入  

 
 

源泉徴収票（特別徴収票）」を基に記入のうえ、コピー（A4用紙）を添付  

「退職金請求事由発生年月日」の年の前年以前4年内に退職手当等を受けた勤続期間を記入 

<退職金請求書見本>

- 8 -

月 日 退職金請求事由 平
成請求年月日 年 月 日発 生 年 月 日

ク クヒ ヒガ ガ
年

東 東京 京都 ・ 道 豊 豊島 島市　・　区

ロ ロﾄ ・ ﾄ゙ ｳ ト 　ト　シ シマ マ請
求
人

本
人
ま
た
は
遺
族

現
　
　
住

所

ﾌﾘｶﾞﾅ
ト トウ ウキ キ

〒 府 ・ 県

ハ ハ゜ ゜
ヨ ヨウ ウ

ク クハ ハイ イツ ツ
ﾌ ・ ｹﾝ シ シイ イケ ケブ ブク ク

郡　・　○
携帯番号または電話番号（日中連絡がつく番号）

東池袋 　パークハイツ （　090 ） －

タ タロ ロウ ウ
氏
　
名

ﾌﾘｶﾞﾅ キ キン ンタ タイ イ

勤　退　　太　郎 ㊞ 必 必ず ず
押 押印 印

配偶者 父母

子 その他（    　 　　   　

遺族請求の場合  被共済者との続柄

被　共　済　者　番　号 性　別 生　　年　　月　　日

日年 月明
治

大
正

昭
和

平
成

職種キ キン ンタ タイ イタ タロ ロ請求事由ウ ウ
被　共　済　者　氏　名　（「カタカナ」にて左詰めで記入）

男 女

年 月

冊　目 交　　付　　年　　月
平
成

レ

勤
退

レ レ

レ

令和 令
和

99999999 99999999

（

）

令
和

共済手帳の表紙に記載の冊目・交付年月を記入してください

1.　退職金を請求される方（被共済者）と共済手帳の内容について記入してください1.　退職金を請求される方（被共済者）と共済手帳の内容について記入してください

「退職金請求事由発生年月日」は 
退職金請求書のここに記入した年月日です

 

（４ページの を参照） A-2

「退職金請求事由発生年月日」を記入
在職中に障がい者になったことを理由に退職した人は、以下の箇所に記入のうえ、
身体障害者手帳の写しを添付、その他の人は、「一般」に○

A-❶

A-❶

A-❷

A-❸

（必須）A欄は、すべての人が記入します（区分A・B・C共通）

B欄は、区分Bの人が記入します

C欄は、区分Cの人が記入します

E欄は、区分B・Cの人が記入します

（必須）すべての人が記入します

・ 「障害」に○
・ [　 ]内に障がいの状態・身体障害者手帳の交付年月日

「退職金請求事由発生年月日」の年の1月1日現在で生活保護法による生活扶助を受けている人は、
生活扶助の｢有」に、その他の人は｢無」に○を記入

（共済手帳を紛失している人は記入不用）

・「至」は、　　  と同じ「退職金請求事由発生年月日」を記入

・「自」は、共済手帳に印字されている加入年月日を記入

「退職金請求事由発生年月日」の年に、建退共よりも先に退職手当等の支払を受けた「退職所得の



＜ゆうちょ銀行通帳見開き見本＞

記号00-0000000

【店番】000　【預金種目】普通預金
【口座番号】000000000

■▲■▲■▲■▲■▲
■▲■▲■▲■▲■▲

○○　○○様

- 9 -

☑

厚生年金保険
記号
はじめて上記保有者となった日 年 月 日

番号

国民年金

氏名 勤退 太郎

記号

変更後の氏名

はじめて上記保有者となった日 年 月 日

番号

変更後の氏名

住　所

変更後の住所

変更後の住所

変更後の住所

変更後の住所

変更後の住所

変更後の住所

◯◯◯◯◯◯◯

交付官庁　００　　　　交付番号　000000

所持人記入欄
INFORMATION BEARER

氏名　NAME

現住所　ADDRESS

電話　PHONE NO.

外国に居住する場合の住所　OVER SEA ADDRESS

事故の場合の連絡先　IN CASE OF ACCIDENT NOTIFY

本人との関係　FELATIONSHIP

電話　PHONE NO.

氏名　NAME

住所　ADDRESS

電話　PHONE NO.

123456789

日　　本　　国
旅　券

PASSPORT

JAPAN
国 /Type 旅券番号 /Passport No.発行国 /Issulng country

P                JPN AB01234567
姓 /Surname

名 /Glven name

国　籍 /Nationallty 生年月日 /Date of birth

性別 /Sex 本     籍 /Begisterel Domiclle

発行年月日 / at of lss 所持人自署 /Signature of bearer

有効期限

発行官庁 /Authority

P<JPN          <<          <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

AB01234567JPN000000000A00000000000<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<00

JAPAN      00  JAN  000

M            TOKYO

00 MAY 2000

00 MAY 2000
MINISTRY OF

FOREING FFAIRS

勤退 太郎
東京都◯◯◯◯◯◯

必要書類

申し出がないとマイナンバーが表示されない住民票が交付されますのでご注意ください



- 10 -

～～以降は該当者のみです～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～以降は該当者のみです～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

必須 （本人請求）

必須 （遺族請求）

被共済者のマイナンバー入り住民票(除票)(原本)

※代理人に請求手続きを委任する「委任状」に同順位の人全員の署名・住所・押印がある



都道府県支部一覧 令和元年7月1日現在

退職金請求書類は最寄の支部に「持参」または、「簡易書留」で郵送してください

T/令和元年7月1日/50,000
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